
 

グリーンエネルギーＣＯ２削減相当量認証制度の概要 

 

 

○本制度は、現在民間レベルで実施されているグリーンエネルギー証書制度を地球温暖化対

策推進法（以下「温対法」という。）算定・報告・公表制度に位置づけることを目的とし

たもので、既に実施されている制度を最大限活用できるよう制度設計を行ったもの。 

 

 ＜グリーンエネルギー証書制度のスキーム＞ 

 

 

 

 

 

 

 

○グリーンエネルギー証書制度を温対法算定・報告・公表制度に位置づけるためには、信頼

性・厳格性を確保することが必要であるため、本制度では上記の既存の制度スキームに加

え、国が運営する委員会においてＣＯ２削減相当量の認証等を行うこととした。（赤囲い

部分が本制度で新たに追加される部分。） 

 

＜グリーンエネルギーCO2 削減相当量認証制度のスキーム＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料２－１ 



 

○本制度における具体的な手続の流れは以下のとおり。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


